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第２章　　赤穂市の概要　　

２．社会的環境
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図 10	 年齢 3 区分別人口（上段：人口推移、下段：人口構成比推移）
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図 11	 上段：人口ピラミッド、下段：年齢別転入・転出の状況
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図 12	 上段：産業別就業者数の推移、下段：産業別就業者構成比の推移
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資料：各年国勢調査
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図 13	 赤穂市における平成 27 年度観光動態調査結果
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表 7	 赤穂市の主要観光施設と公共の歴史文化施設一覧

� 赤穂市立歴史博物館 赤穂の塩、赤穂城と城下町、赤穂義士、旧赤穂上水道の４テーマに基づき、赤穂の
歴史と文化を紹介する。

� 赤穂城跡 昭和46(1971)年に国史跡指定。本丸庭園と二之丸庭園はあわせて「旧赤穂城庭園」
として平成14(2002)年度に国名勝に指定され公開されている。

� 近藤源八宅長屋門 平成11(1999)年に解体修理を実施し、大石良雄宅跡長屋門とともに、当時の城内景
観を現在に伝える。市指定建造物。

� 赤穂大石神社 大正元(1912)年に大石内蔵助良雄宅跡に創立された神社。敷地内には義士宝物殿の
ほか義士木造奉安殿、長屋門、庭園などが残る。

� 花岳寺 初代赤穂浅野家藩主の菩提寺として建立。以後、赤穂藩の歴代藩主の菩提寺となる。
境内には義士の墓所のほか、宝物館、義士木像堂などがある。

� 赤穂市立民俗資料館 明治41(1908)年に完成した日本現存最古の塩務局庁舎を活用した資料館。兵庫県重
要有形文化財に指定されており、館内には民具や民俗資料等が収蔵展示されている。

� 赤穂情報物産館 館内には赤穂の特産品が取り揃えられ、定番の塩味饅頭、塩をはじめ、菓子や漬け
物、焼き物、忠臣蔵グッズなど約150種の品々が並ぶ。2階は関連展示などを行う。

� 兵庫県立赤穂海浜公園 かつての塩田跡に築かれた71.7haの広大な公園。遊園地の他、揚浜、入浜、流下式
の復元塩田や釜屋などを整備した塩の国と海洋科学館がある。

� 赤穂市立海洋科学館 海と塩、赤穂の自然全般について学べる施設として昭和62(1987)年に開館。隣接し
て各時代の塩田を復元した「塩の国」では、塩づくりを体験学習できる。

�� 赤穂市立美術工芸館
田淵記念館

平成９(1997)年開館。江戸期に日本最大の塩田地主であった田淵家伝来の茶道具・
日本画・書・婚礼用具・蹴鞠道具など美術工芸品を展示。隣接して国名勝田淵氏庭
園がある。

�� 赤穂温泉 1970年代に開湯した御崎地区の温泉。「よみがえりの湯」と呼ばれ、日本名湯100選
に選定されている。

�� 赤穂海浜オートキャンプ場 兵庫県立赤穂海浜公園に隣接した施設。西日本最大級のキャンプサイト。

�� 赤穂唐船サンビーチ 千種川河口に広がる遠浅の美しい浜辺。海水浴のほか、アサリを中心とした潮干狩り
が楽しめる。

�� 丸山県民サンビーチ 尾崎に位置し、夏は海水浴やキャンプなどが楽しめる。

�� 赤穂御崎レストハウス 瀬戸内海国立公園の眺望豊かな施設。四季折々の料理が楽しめ、家族連れ、小グルー
プ・団体利用などが可能。

�� 坂越まち並み館
大正時代の奥藤銀行坂越支店を修景整備した建物で、当時のアメリカ製の大金庫が銀
行として設立された往時を偲ばせる。現在は、資料館兼観光案内所として名所・旧
跡、特産品の資料が展示されている。

�� 奥藤酒造郷土館
江戸時代に廻船業などで栄えた奥藤家が生業とする酒造の私立資料館。立地する坂越本
通りは赤穂塩などの通商で栄えた旧坂越港への道筋で、落ち着いた旧来のたたずま
いを色濃く残している。

�� 旧坂越浦会所
江戸時代の廻船業で栄えた坂越地区にある会所建築。天保2～3(1831～1832)年の建築
で市指定有形文化財。赤穂藩の茶屋としての役割があり、二階に藩主専用の「観海
楼」が設けられている。

�� 海の駅しおさい市場 新鮮な魚貝などの産物が自慢で、漁業体験、釣り、牡蠣剥き、食べ放題など、季節に
応じた体験ができる。

�� 赤穂市立有年考古館
旧有年村出身の松岡秀夫が昭和25(1950)年に開館した私立博物館を、平成23(2011)
年に赤穂市がリニューアルオープン。旧赤穂郡から出土した考古資料を数多く展示
している。収蔵資料の一部は市指定文化財。

�� 有年原・田中遺跡公園
有年原地区の発掘調査で見つかった、弥生時代後期の大型墳丘墓や木棺墓群などを
復元整備した公園。古墳時代のはじまりを考える上で貴重な資料となっている。
県指定史跡。

�� 東有年・沖田遺跡公園
東有年地区にある、縄文時代後期から室町時代にかけて集落が営まれていた大規模
集落遺跡で、弥生時代後期の大型竪穴住居や、古墳時代後期の竪穴住居が復元され
ている。県指定史跡。
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図 14	 市内の主要観光施設及び公共の歴史文化施設
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ʢ̑ʣؔ࿈๏ྩ
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図 16	 公園・風致地区
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イ．自然公園法
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ウ．自然環境保全法
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表 8	 保全地域一覧

名　称 所在地 面積等 指定年月日 備　考 保全地域名

験行寺 赤穂市 14.2ha 昭和 50.3.11 コジイ林 兵庫県自然環境保全地域

神護寺 赤穂市 1.4ha 平成 2.1.16 スダジイ林 環境緑地保全地域

坂　越　湾 Өɿग़ਫഢ໌ࡱ



36

第２章　　赤穂市の概要　

エ．農業振興地域の整備に関する法律
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図 17	 農業振興区域・ほ場整備済箇所図
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オ．森林法における保安林

ྛ๏ྛܭըɺอ҆ྛͦͷଞͷྛʹؔ͢Δجຊత߲ࣄΛఆΊͯɺྛͷอଓഓཆͱ

ྛੜྗ࢈ͷ૿ਐΛਤΔͷͰ͋Δɻ

ึࢢʹ͓͚Δอ҆ྛͷଟ࠭͘ྲྀग़ɾ่յඋอ҆ྛͰ͋ΓɺԼྲྀʹॏཁͳอશର͕

͋ΔҬͰɺ࠭ྲྀग़ͷஶ͍͠Ҭ่յɺྲྀग़ͷ͓ͦΕ͕͋Δ۠Ҭʹ͓͍ͯɺྛٴͼද

২ੜͦͷଞͷඃͷؒͷ࡞༻ʹΑͬͯɺྛͷද໘৵৯ٴͼ่յʹΑΔ࠭ͷྲྀग़Λ

͢ࢭΔׂΛ୲͍ͬͯΔɻͦͷଞึࢢҬʹɺਫݯᔻཆอ҆ྛɺ෩อ҆ྛɺைอ҆ྛɺ

Րอ҆ྛɺߦߤඪอ҆ྛ͕͋Δɻ

カ．市街地景観形成地区
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図 18	 市街地景観形成地区（左：坂越地区　　右：お城通り地区）
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　「赤穂市都市景観
の形成に関する条
例」では、市街地景
観形成上重要な価値
があると認める建築
物や工作物を「市街

地景観重要建築物」として指定することが
定められています。
　現在は旧城下町地区に 5 件、坂越地区に
3 件、尾崎地区に 1 件の市街地景観重要建
築物が指定されています。また兵庫県の景
観条例によって同趣旨の制度があり、景観
形成重要建築物として 1 件指定されていま
す。これらはいずれも歴史的、又は建築的
価値をもつ建築物で、それぞれのまちなみ
の形成に重要な役割を果たしています。

コラム

市街地景観
重要建築物

名　　称所在地指定

市

県

山二家住宅坂越

新田家住宅加里屋南

谷家住宅加里屋南

山﨑家住宅加里屋

木南家住宅加里屋

濱尾家住宅上仮屋北

中川家住宅尾崎

奥藤商事株式会社酒造群坂越

大避神社御旅所坂越

寺田家住宅塩屋

県・市による指定建築物

赤穂市街地周辺の景観形成重要建築物

寺田家住宅

山﨑家住宅
木南家住宅

新田家住宅
谷家住宅濱尾家住宅




